
令和５年度事業計画 

１．基 本 方 針 

我が国は、令和２年１月から始まった「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により

閉塞感に包まれておりましたが、本年５月より、感染症法上の分類を２類から５類へと季

節性インフルエンザと同等まで変更することが決定しており、マスクの着用も個人の判

断に任すなど、緩和に向けた取り組みが行われております。 

また、経済に目を向けると、ロシアによるウクライナ侵攻が 1 年を経過し、いまだ終息

が見えない状況から資源価格の高止まりが続いていることや、我が国の金融政策等によ

り円安傾向となり、各種値上がりが続いていることから景気の先行きに不透明感が強ま

っております。 

さらに、消費税に係るインボイス制度が本年 10 月より始まり、シルバー人材センター

においても消費税の負担が増加することが見込まれており、各支出を抑えつつ健全運営

に努めて参ります。 

労働環境においては、令和５年１月の二戸地域における有効求人倍率は、前年比 0.25

ポイント増加の 1.38 倍と、1 倍を超える状況となっておりますが、依然として労働力不

足は解消しておらず、シルバー人材センターの業績に少なからず影響を与えております。 

企業においては、働き方改革の一環として「70 歳までの就業確保」の努力義務を規定

した高齢者雇用安定法の一部改正が令和３年４月施行され、本人が希望すれば引き続き

雇用される環境が整えられております。 

一方で総人口は平成 20 年にピークを迎えて以降減少が続き、また少子高齢化が進んで

いることにより労働者の確保が難しい状況が続いており、我が国の成長力を確保してい

くためには、働く意欲のある高齢者が活躍し続けることができる「生涯現役社会」を実現

することがますます重要となっています。 

このように高齢者の活躍に期待が高まっており、就業を希望する高齢者に就業機会を

提供することを使命とするシルバー人材センターの役割は大きくなっています。人手不

足により高齢者の労働力が強く求められているなか、平成 29 年３月に決定した「働き方

改革実行計画」においても、「健康づくりを進めつつ、シルバー人材センターなど、高齢

者のニーズに応じた多様な就労機会を提供する。」とされており、会員による社会への再

参画を促し、労働人口問題に対応するとともに、高齢者の活力となるようなコミュニティ

ややりがいを与えることで、元気な地域社会づくりに貢献しています。 

また、新たな対応も求められており、平成 28 年６月に閣議決定された「ニッポン一億

総活躍プラン」において、「保育等の就業機会の提供に、積極的に取り組むシルバー人材

センターに重点的に財政支援を行い、保育分野での高齢者の就業の推進」及び「介護周辺

業務や軽易な介護業務に関して、シルバー人材センターを通じた高齢者人材の活用」が掲

げられており、地域社会の期待は一層大きなものとなっています。 

このような状況下の中で、高齢者が働くことを通じて生涯にわたり健康で生きがいの

ある生活を実現し、地域社会の福祉の向上と活性化に寄与するとともにシルバー人材セ

ンターの安定した運営を図るため、中期的な展望で取り組むべき事業等について、第四次



中期計画を定め、取り組んでおります。 

全国シルバー人材センター事業協会では、「第２次会員 100 万人達成計画」を策定し、

全国のセンターに呼び掛けております。当センターにおきましても、市広報や市役所窓口

のチラシ配布をお願いし、市民の皆様への周知を図って、今後の会員増強を目指している

ところです。 

各事業の実施にあたっては、最優先事項である安全適正就業に努め、センターの基本理

念である「自主・自立、共働・共助」のもと、会員、役職員が一体となり関係機関との連

携を図りながら公益社団法人として適正な事業運営を行い、地域の皆様の期待に応え、信

頼されるシルバー人材センターを目指し、以下の事業に取り組んで参ります。 

２．事 業 計 画 

(１) 会員の増強と就業機会の拡大 

会員の増強については、平成 30 年度に全国シルバー人材センター事業協会で

策定された「第２次会員 100 万人達成計画」が、コロナ禍の影響を考慮し見直し

をされ、令和５年度については、平成 31 年度末の会員数である 286 名を目指し

て進めて参ります。取り組みとしては、二戸市広報などの媒体や一般家庭へのチ

ラシ配布などを行うとともに、会員一人ひとりが新たな会員の入会勧誘活動を活

発化させ、会員拡大に努めて参ります。さらに、既存のホームページをリニュー

アルし、ホームページから入会説明会の参加申し込み等を行えるよう利便性を向

上させて参ります。 

会員の就業機会の拡大については、市内の企業等へのリーフレットの配布を行

い新たな発注者を開拓し、既存の発注者等に対して新たな分野の就業をＰＲする

とともに、地域の高齢者のニーズを把握しながら「介護予防・日常生活支援総合

事業」および「空き家等の適正管理の推進に関する協定」などを活用し就業の拡

大創出を図って参ります。仕事を依頼したい方が、休日、夜間を問わず、ホーム

ページから申し込みができるよう改善して参ります。 

また、退会を希望する会員に対しては、加齢等による体力低下や様々な事情に

対応するため希望職種の変更などの相談を行い、新たな就業機会の創出につなげ

て、退会の抑制を図って参ります。 

(ア) 会員の増強 

① 会員募集チラシの配布 

② 会員一人が一人会員入会活動 

③ 入会説明会の開催および参加申込みの簡素化 

④ ホームページリニューアルによるＰＲ 

(イ) 就業機会の拡大 

① 受託事業 

官公庁、民間企業および家庭等からの様々な受注依頼と、会員が希望する

職種を考慮しながら、より多くの会員が就業機会を得られるように情報の提



供に努めることにより、生きがいの充実と健康維持を図るとともに、活力あ

る地域社会づくりに寄与する就業機会の提供を行って参ります。また、就業

機会の拡大のため「介護予防・日常生活支援総合事業」や「空き家等の適正

管理の推進に関する協定」による就業機会の確保・拡大を行って参ります。 

② 独自事業 

会員の就業機会の確保拡大を目的とし、会員の創意工夫や地域のニーズを

把握し新たな事業の展開を進める。また、地域のイベント等に参加し会員の

就業機会の拡大を行って参ります。 

③ 職業紹介事業 

雇用による就業を希望する会員および地域の高齢者を対象に、有料職業紹

介により就業機会の提供を積極的に行って参ります。 

④ 労働者派遣事業 

派遣元である連合本部の実施事務所として、労働者派遣により適正な就業

機会の提供を行って参ります。また、高齢者活用・現役世代雇用サポート事

業を活用し、会員および企業のニーズを把握して適切な就業開拓を行って参

ります。 

⑤ 指定管理業務の適正な運営 

二戸市から指定管理を受託している二戸市勤労者総合福祉センター（ワー

クインにのへ）については、適正な管理運営を行うとともに、利用者の利便

向上に努めて参ります。 

(２) 安全適正就業の推進 

令和４年度の傷害事故、賠償責任事故および一般労働者派遣による労災事故は、

９件発生しました。令和５年度においても、会員の安全就業は最優先課題であり、

就業中における傷害事故および就業途上における交通事故の防止についてはも

ちろんのこと、就業中における賠償責任事故についても、会員一人ひとりの意識

を高める上で必要な研修や講習会等を開催するとともに、安全委員会を中心に就

業現場の巡回パトロールにおいて、安全就業基準の遵守などの指導、助言を行い、

より一層周知徹底を図って参ります。 

さらに、携帯電話のＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を活用し、蜂刺さ

れ予防はもちろん、熱中症や転倒事故防止についても注意喚起を行って参ります。 

また、適正就業については、会員不足が大きな課題となっているなかにおいて

も「シルバー人材センター適正就業ガイドライン」を会員および発注者に広く周

知し、長期就業の是正を行い、ローテーションおよびワークシェアリング就業の

推進を図って参ります。 

(３) 普及啓発活動の推進 

地域の方々にシルバー人材センター事業の内容を理解していただくために、各

種媒体や就業現場を通じてのＰＲなどを行い、以下の事項を重点に実施して参り

ます。 



① 広報活動強化 

・ホームページをリニューアルして情報発信の強化 

・就業現場にのぼり旗等を設置し近隣住民へのＰＲ 

・入会説明会の定期開催 

・市広報への会員募集および就業拡大広告掲載 

・ＳＮＳを活用しての宣伝活動 

・地域イベントへ参加しての宣伝活動 

② ボランティア活動の実施 

・公共施設の清掃および除草等を通じたＰＲ 

(４) 事業運営の活性化 

シルバー人材センターの基本理念である「自主・自立、共働・共助」の精神の

もと、役職員が一体となり各種事業が円滑に運営できるよう取り組んで参ります。 

① 理事部会活動の活性化 

② 職域班の活性化 

③ 技能講習会等の開催 

就業に必要な知識、技能を付与することにより、会員のスキルアップが図

られ、新たな分野での就業を目指すことと、就業中の事故および就業途上の

交通事故防止に対しての教育および会員のデジタルスキルを高める事を目

的に、各種講習会を実施して参ります。 

・庭木剪定講習 

・刈払機、芝刈り機取扱講習 

・スマートフォン活用講習 

(５) 派遣労働者の教育訓練 

労働者派遣法で定められている、派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に

必要な技能および知識を習得することができるよう、キャリア形成に資する教育

訓練を実施して参ります。 

(６) 効率的な組織体制と健全な財政運営 

国からの運営費補助のみでは財政安定化は不可能であることから、補助事業の

導入は欠かせないものとなっております。そのためには、会員数および労働者派

遣での就業を増やしていく必要がありますが、様々な社会情勢等により、それら

の業績が下げ止まることも懸念されます。 

また、インボイス制度が 10 月から開始されることによる影響も注視していく

必要があります。 

このことから、業務の効率化の一環として、入会説明会への参加申込み、仕事

を依頼する方からの受注申込み、会員への就業情報提供や配分金明細の確認など

をパソコンやスマートフォンから行えるようデジタル化を進めて参ります。 

様々な要因がある中でも、安定した事業運営を行うため、健全な財政運営と効

率的な事務局体制を確立し組織運営に努めて参ります。 


